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表１　施設入所者の費用の目安（基準費用額）日額

施　設 介護老人福祉施設
短期入所生活介護

介護老人保健施設
介護療養型医療施設
短期入所療養介護

居住費
（滞在費）

ユニット型個室 1,970円 1,970円

ユニット型準個室 1,640円 1,640円

従来型個室 1,150円 1,640円

多床室 320円 320円

食　費 1,380円 1,380円

＊実際の食費と居住費（滞在費）の利用者負担額は、「利用者と施設の契約」で決め
られるため、施設によって異なります

表３

施　設
介 護 老 人 福 祉 施 設
地域密着型介護老人福祉施設
短 期 入 所 生 活 介 護

介 護 老 人 保 健 施 設
介護療養型医療施設
短 期 入 所 療 養 介 護

利用者負担段階 第１段階 第２段階 第３段階 第１段階 第２段階 第３段階

居住費
（滞在費）

ユニット型
個室 820円 820円 1,310円 820円 820円 1,310円

ユニット型
準個室 490円 490円 1,310円 490円 490円 1,310円

従来型個室 320円 420円 820円 490円 490円 1,310円

多床室 0円 320円 320円 0円 320円 320円

食　費 300円 390円 650円 300円 390円 650円
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表２

利用者負担 対　象

第１段階 ▽本人と世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
▽生活保護を受けている人

第２段階 ▽本人と世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計が年間80万円以下の人

第３段階 ▽本人と世帯全員が住民税非課税で、利用者負担第２段階に該当し
ない人

前回のむなかた改善会議では…

テーマ 定住施策定住施策 住民の生の声で、
宗像の良さを
アピールする
のはどう？

若い人に住んで
もらうには、結婚式場
などでのPRが
効果的では？

住みたくなる要因の
把握が必要！

もっと多くの人に
宗像に住んで
ほしい！

◆子育て世帯、新婚世帯の声を、インターネットや新聞広告を通じて発信

◆結婚情報誌、ブライダルカウンターなどでのPRを実施

◆子育て世帯、新婚世帯を対象に、ニーズの調査を実施

改善提案を受けて…

＊前回の会議での改善提案を受けての対応方針、現在の進捗状況は、市　　 
http://www.city.munakata.lg.jp/→「市内にお住まいの方」→「市政情
報」→「市の市政」→「むなかた改善会議 」に掲載しています

市民改善人

専門改善人市職員 改善提案

HP

　玄海地域の良好な居住環境の維持と形成を図ること、地域特性に応じた適正な
土地利用の誘導を図ることを目的に、玄海地域の９地区で地区計画を指定しまし
た。
　地区計画区域内の地区整備計画が定めている区域で建築行為を実施するため
には、建築確認申請の前に、区域内での行為の届出と、都市計画法第29条の開
発行為の許可（土地の区画形質の変更を伴わない場合は、都市計画法第43条の
建築行為などの許可）が必要です。
� ■問い合わせ先　都市計画課　☎（36）１４８４

　市が実施する事業に対し、専門改善人（大学教授やコンサルタ
ントなど）と無作為抽出された市民改善人から、改善点の指摘や
提案を受け、より良い事業にすることを目的に「むなかた改善会議」
を開催します。傍聴自由。事前申込不要。
●日程　６月30日（日）　●時間・対象事業　下表参照
●場所　メイトム宗像・２０２会議室
� ■問い合わせ先　経営企画課　☎（36）１１９２

＊ 建築確認申請までの手続きの流れ ＊

都市計画法第29条
開発行為の許可

地区計画区域内での
行為の届出

届出
（市都市計画課）

都市計画法第43条
建築行為等許可

副申書作成依頼
（市都市計画課）

建築行為等許可申請
（県都市計画課）

副申書作成依頼
（市都市計画課）

開発行為許可申請
（県都市計画課）

審　査 審　査

開発行為許可

適合通知

建築確認申請

開発区域の面積が、1,000㎡
以上の場合は、市の事前協議
が必要

必要書類を添付し、
建築行為等許可申請
書を提出

地区計画の適合通知
を添えて、申請者が
県都市計画課に建築
行為等許可を申請

必要書類を添付し、開発行為
許可申請書を提出

検査済証交付

完了検査

審　査

建築行為等許可

建築確認申請

適 

合

土地の区画形質
の変更なし

地区計画区
域内での行
為の届出と
同時提出可

地区計画の適合通知を添え
て、申請者が県都市計画課に
開発行為許可を申請

玄海地域の
地区計画区域内での建築手続き

もっと宗像
を

よくしたい
！ むなかた
改善会議

時間（予定） 対象事業 担当課

10:20～11:50 ▽観光推進事業
▽観光物産館管理運営事業 商工観光課

12:35～13:30 ▽職員研修事業 人事課

13:35～14:30 ▽母子教室事業 子ども家庭課

14:40～15:35 ▽敬老事業 高齢者支援課

15:40～16:35 ▽広聴事業 経営企画課


